
■外国語はできなくても大丈夫です！
来町する留学生は日本語で日常会話ができます。個人差がありますが、日本語の上達を望んで いる留

学生ですので、日本語でゆっくりと話していただければ大丈夫です！！

＊留学生の人選は「財団法人北海道国際交流センター」がホストファミリーを希望する家庭の   状況を

        考慮して行います。

＊この事業に関する申込み・お問合せは下記までにご連絡願います。

   【申込み・お問合せ先】せたな町教育委員会事務局社会教育係 TEL：0137-84-5111

                   大成教育事務所社会教育係 TEL：01398-4-5511

                   瀬棚教育事務所社会教育係 TEL：0137-87-3322

留学生のホームステイ先（ホストファミリー）になってみませんか？？

＊ホストファミリーに興味のある方は、まずはご連絡をください！！

内容についてくわしくご説明いたします。

     ホストファミリー申込締切日：６月１３日（金）まで

■ホストファミリーとは？？
ホストファミリーとは、「留学生を受け入れていただくご家庭やご家族」のことをいいます。

  日本には 約１２万人 の留学生が滞在しており、その中の数名がせたな町に来町し、日本の日常生活や

文化を学ぶために数日間、“家族の一員”として家庭で生活します。  

  昨年度は、せたな町で「３戸」のご家族がホストファミリーとなり、数日間、留学生と一緒に楽しい生活

を送っていただきました。

  今年度の留学生受入期間 ８月２２日（金）～３ １日（日） １０日間  

  ＊受入れをしていただくご家庭の負担を軽減し、多くのホストファミリーを募る目的から、受入期間

   が短縮されております。            

昨年度の留学生（３名）

    ～大成区太田海岸にて～

学校交流の様子（若松小）

茶道教室の様子



2 (月) 3 (火) 4 (水) 5 (木) 6 (金)

9 (月) 10 (火) 11 (水) 12 (木) 13 (金)

16 (月) 17 (火) 18 (水) 19 (木) 20 (金)

23 (月) 24 (火) 25 (水) 26 (木) 27 (金)

30 (月)

午前診療
午後診療
夜間診療

小林（久） 原　田

午後診療 原　田

遠　藤 小林（久） 原　田 遠　藤 原　田

遠　藤 小林（久） 小林（久）
宮　田

小林（理） 小林（理）
原　田 遠　藤 原　田 小林（久）

小林（理） （山の上病院）森

午後診療

宮　田午前診療 原　田

（山の上病院）森

（土・日）

１５日当番医

１日当番医

10：00～15：00

（土・日）

10：00～15：00

（土・日）

　せたな町立国保病院　６月分内科診療担当医他一覧表（予定）

ご確認ください

（土・日）

（土・日）

小林（理） 小林（久） 小林（理）小林（理）

　先生の都合により、急きょ変更となる場合がございます
ので病院内の掲示板か受付に電話するなどしてください。

午前診療 原　田 原　田

変更となることもあります

遠　藤 原　田
小林（久）

                     せたな町立国保病院　☎　0137-84-5321

原　田

午前診療 原　田 原　田 遠　藤 原　田 遠　藤
小林（理） 小林（理） 小林（久） 小林（理） 小林（久）

（土・日）

宮　田

小林（理） 小林（久）

午後診療

小林（理） 小林（理） 宮　田午前診療 原　田 原　田 遠　藤 原　田 遠　藤

遠　藤 小林（久） 原　田 遠　藤 原　田

小林（久） 遠　藤

小林（理）

午後診療 原　田

午前診療 原　田

午後診療 遠　藤

水

診察 診察 診察 診察 診察

木
◇　整形外科(森院長)の診察日

月 火

診察

金

※毎週火・木曜日（受付1７:３0～19:０0まで）夜間診療を行います。また、火・木午後からは往診となります。

※　急患はいつでも診察いたします。

往診 診察

― 診察 ― 診察 ―

診察 往診

















友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

仏滅 大安 赤口 先勝 友引 仏滅

先負

大安 赤口 先勝 友引 先負 赤口 先勝

友引 先負

13：00～16：00　（やすらぎ館）

※１　函館司法書士会総合相談センター八雲支部による法律・登記相談●富里健康相談●北檜山幼稚園運動会
9：30～11：30　（左股小学校）

9：00～15：00（せたな町立国保病院）●乳児健診

●脳トレ！ふまねっと教室

10：00～12：00　13：00～15：00

15 16 17 18 19 21

29 30

※２　函館弁護士会による無料法律相談

14：00～15：00　（温泉ホテル横）

10：00～12：00　13：00～15：00

８ ９ 10 11 12 13 14

14：00～16：00（丹羽活性化センター）

【無料】法律相談（予約制)

●【日曜診療当番医】 10：00～12：00（ふれあいプラザ） ●巡回診療（皮膚科）

☎82-0221

☎84-5011 ※３　函館裁判所手続きのご予約は12日（木）まで

●【日曜診療当番医】
＊道南ロイヤル病院

13：00～　（健康センター）
●婦人科診療

☎82-0221 10：30～12：00 （大成町民センター） ※受付はせたな町立国保病院歯科前 ●眼科診療(予約制)※予定 ●ふれあい市場
＊今金町国保病院 　 ますます元気教室（運動） 12：45～（健康センター）

28
●【日曜診療当番医】 ●介護予防 ●1歳6か月・3歳児健康診査 ●太田神社例大祭 ●太田神社例大祭
22 23 24 25 26 27

14：00～16：00（丹羽活性化センター）

●脳トレ！ふまねっと教室

●婦人科診療 ●乳幼児健康相談

●ふれあい市場
＊せたな町立国保病院 13：00～15：00（せたな国保病院） 14：00～15：00　（温泉ホテル横）

●【日曜診療当番医】 ●婦人科診療 ☎（0138）41-0232（函館弁護士会）

13：00～15：00（せたな国保病院） 9：30～15：30（健康センター）

13：00～16：00（ふれあいプラザ）

●眼科診療(予約制)※予定

☎84-5111（役場総務課総務係） 10：00～12：00 （愛知集落センター） （北檜山中学校グラウンド）

●ふれあい市場
●小倉山小学校運動会 9：00～　（大成総合支所） 【無料】法律・登記相談(予約制) ●愛知健康相談 ●町内小学校陸上競技大会 14：00～15：00　（温泉ホテル横）

●若松小学校運動会 ●移動町長室 ●※1 ●定例議会 ●定例議会

14：00～14：30受付

(三種混合・ヒブ・小児肺炎球菌)

（せたな町立国保病院-隣接施設）

●予防接種

☎84-5321 ●北檜山職業相談室 13：00～15：00（せたな国保病院）

13：00～15：00 (大成町民センター) ●年金相談（予約制） ●ふれあい市場
14：00～15：00　（温泉ホテル横）

７１ ２ ３ ４

　　　北 檜 山 区 行 事 予 定 表  　　  せたな町

日 月 火 水 木 金 土

５ ６
●北檜山小学校運動会 ●特設人権相談所 ●北檜山健康相談 ●北檜山職業相談室 ●玉川小学校運動会

＊せたな町立国保病院 13：00～15：00(瀬棚総合福祉センター) 11：00～15：20（役場町民児童課） ●婦人科診療

13：00～15：00 （ふれあいプラザ） 9：30～11：30　（グリーンパレス） 9：00～12：00 （北檜山職業相談室）

●【日曜診療当番医】

10：00～12：00　13：00～15：00 函館裁判所手続き案内
☎84-5321 ●※３ 20

13：00～15：00（せたな国保病院）

13：00～17：00 （北檜山職業相談室）10：00～12：00　13：00～15：00

13：00～14：30 受付（健康センター） 9：00～15：00（せたな町立国保病院）＊今金町国保病院

10：00～12：00　13：00～15：00

●※2





平成２６年５月２２日 

各    位 

 

せたな町長 高 橋 貞 光 

 

臨時福祉給付金のお知らせについて 

 

平成２６年４月から消費税が引き上げられたことに伴い、所得の低い方の生活への影響を 

配慮し臨時福祉給付金を支給いたします。 

 

１ 支給対象者 

支給対象者は、次のいずれにも該当する方です。 

①平成２６年１月１日において、住民票がせたな町にある方。 

②平成２６年度の住民税が課税されていない方。 

２ 給付額 

①支給対象者１人につき１０，０００円（１回限り） 

②支給対象者の中で次のいずれかに該当する方は、５，０００円が加算となります。 

・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などを受けている方 

・児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当などを受けている方 

３ 受付期間 

   平成２６年６月１日から平成２６年９月１日まで（受付は平日のみで土曜、日曜、祝日は除きます） 

・申請受付後、課税状況など審査のうえ支給の可否を決定し、決定通知書を送付します。 

また、申請書に記入の指定口座に７月から入金します。 

 

※ 詳詳ししいい内内容容ににつついいててはは、、同同時時にに配配布布ししてていいまますす「「広広報報せせたたなな６６月月号号」」４４～～５５ペペーージジををごご覧覧

くくだだささいい。。 

※ 申申請請さされれるる方方がが、、別別のの世世帯帯のの親親族族にに扶扶養養さされれてていいるる方方（（別別のの市市町町村村にに住住んんででいいるる子子供供にに  

扶扶養養さされれてていいるるななどど））はは、、扶扶養養ししてていいるる方方のの非非課課税税証証明明書書をを提提出出ししててくくだだささいい。。  

 

■申請書は右側の様式です▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ 

◎１～５の項目を記入し、切り取らずにお持ちください。 

◎申請には次のものをお持ちください。 

・臨時福祉給付金申請書（請求書） 

・受取口座の通帳（世帯主名義） 

・本人確認書類（申請者本人の運転免許証や健康保険証など）    

・印鑑 

・・上上記記２２のの②②にに該該当当すするる方方（（55,,000000 円円加加算算さされれるる方方））はは、、そそのの確確認認ががででききるる書書類類 

   

■役場本庁     町民児童課地域生活係 ☎０１３７－８４－５１１１ 

               ■瀬棚総合支所  地域町民課環境生活係 ☎０１３７－８７－３３１１ 

■大成総合支所  地域町民課環境生活係 ☎０１３９８－４－５５１１ 

臨時福祉給付金

のお問い合わせ

や申請は… 



様式第１号（第６条関係）

年 月 日

 明治・大正・昭和・平成 現住所

年 月 日 電話　　　　　　（　　　　　　）

＊記名押印に代えて署名することができます。

 

※

加算措置 （加算措置対象番号一覧）

④ 障害児福祉手当　　　　⑤ 特別障害者手当　　 　⑥ 経過的福祉手当　　　⑦ 原爆被爆者諸手当
⑧ 毒ガス障害者対策手当　　　　　⑨ ガス障害者対策手当　　　　⑩ 予防接種法に基づく健康被害救済給付金

⑪ 新型インフルエンザ予防接種健康被害給付金　　　⑫ 副作用救済給付又は感染救済給付

※加算対象者は、「対象番号」欄に上記１．の（加算措置対象番号一覧）にある該当番号（複数に該当する場合は任意の番号を1つ以上。）を記載して下さい。

※記載に誤りがあれば朱書きで訂正してください。

３．支給額（請求額）

円
※１.の申請・受給者と２.の支給対象者の合計 ※Aのうちで加算措置対象者の合計

４．受取方法（希望する受取方法（下記のＡ又はＢ）のチェック欄（□）に『✓』を入れて、必要事項を記入して下さい。）

□ Ａ　指定の金融機関口座（１．の申請・受給者の口座に限ります。）への振込を希望

【受取口座記入欄】

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、通帳見開きの下部に記載されている「振込用の店名・預金種目・口座番号(7桁)」をご記入ください。（表紙の番号ではありません）

※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

□

　

裏面に続く

※申請にあたり、裏面に誓約・同意事項がありますので、必ず内容を確認してください。

店 番 号

Ｂ　現金による支給を希望　　（※原則は口座振込です。現金による支給は金融機関に口座がない方が対象です。）

口　座　名　義

1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

5.農協
6.漁協
7.信漁

連

本・支店
本・支所
出張所

1普通

2当座

×５千円
＝ C 支給額

 （請求額）
の合計

金　融　機　関　名 支 店 名 分類 口 座 番 号
（右詰めでお書きください。）

（　フ　リ　ガ　ナ　）

Ａ 支給対象者 人
×１万円

＋ B 加算措置対象者 人

5 有・無

6 有・無

印

印

4 　 有・無

3 　 有・無印

印

2 　 有・無

加算の有無 対象番号

1 　 有・無印

印

有・無

※複数に該当する場合は任意の番号を1つ以上記載。（複数記載可）

２．上記１．の申請・受給者の扶養親族等であって同一の世帯に属する支給対象者

上記１．の申請・受給者（以下【a】といいます。）が、その扶養親族等で同一の世帯にいる支給対象者（以下【b】といいます。）を代表して、代理
申請・受給する場合には、【b】の氏名等を下の欄に御記入ください（この場合、【b】は、それぞれ裏面（１）～（７）に誓約・同意し、【a】に申請・請
求及び受給を委任するものとします。）。

氏　　　　　　名 続柄 生　年　月　日 同意印
加　算　措　置

加算の
有無

対象番号
① 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等　　　　　　② 児童扶養手当　　　　　　　③特別児童扶養手当

１．申請・受給者 記入日 平成
（　フ　リ　ガ　ナ　）

性別 生年月日氏　　　　　名

 
臨時福祉給付金　申請書（請求書）

平成26年1月1日時点の住民票所在市区町村

男・女
㊞

住　　所　（平成26年1月1日時点の住民票所在地）
※現住所と同じ場合は記載不要

せたな町長                   　様

裏面の事項（１）～（7）に誓約・同意の上、臨時福祉給付
金を申請します。

市区町村 

受付印 



年 月 日

年 月 日 電話　　　　　　（　　　　　　）

上記の者を代理人と認め、

臨時福祉給付金の    を委任します。

＊記名押印に代えて署名することができます。

※申請・受給者との関係（代理申請が可能な方一覧）

１．同一世帯：基準日時点での支給対象者の属する世帯の世帯構成者

２．法定代理人：親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人

３．その他：親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市区町村長が特に認める方

「誓約・同意事項」　(必ずお読みください）

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

下記Aの場合は１点添付　（Aがない場合Bの中から２点添付） □ □

□ □

□ □

外国人の方
在留カード（旧外国人登録証明書）
特別永住者証明書（旧外国人登録証明書）など

②加算措置⑨ガス障害者対策手当受給の方

医療手帳（又は医療券）及び手当支払通知書の写し

③加算措置⑫副作用救済給付又は感染救済給付受給の方

振込通知書の写し

（２）日本年金機構に住民票の住所ではなく他市区町村の
居所を住所として登録している方

代理人の方が申請される場合は、申請者の上記書類の添付
のほかに、代理人の方ご自身の上記書類が必要となりま
す。

（３）共済組合等が支給する年金のみを受給している方

（４）年金額改定通知書が送付されない方
（年金の裁定請求を遅れてした方又は手続き中の方）

年金の裁定後に送
られてくる年金証書
の写し

加算関係確認書類　　　　写し　貼付け
加算確認書類を提出する対象者は次の①～③の方のみで

Ｂ

Ａがない場合　Bの中から２点 ①加算措置①の65歳未満(昭和24年３月2日以降に生まれた方)の方で
下記の(１)～(４)に該当する方　※65歳以上の方は添付不要です。

健康保険証、住民基本台帳カード（写真無し）、年金手帳、
年金証書、クレジットカード、民間が発行した身分証明証、公
共料金（電気・ガス・水道料金）請求書・領収書など

65歳未満の年金受給者の方 添付書類

（１）平成26年1月2日以降に他市区町村へ転出された方 年金額改定通
知書の写し（平
成26年6月（一
部の方は５月）
に送付予定）

固定資産税 保育料

Ａ

顔写真付きのも　１点 国民健康保険税 公営住宅料

運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード（写真付
き）、 官公庁発行の身分証明書（写真付き）、学生証、
社員証など

軽自動車税 水道料

の り し ろ

写し　貼付け 写し　貼付け

　※世帯主（申請者）の身分証明書の写し
※受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人（カ
ナ）がわかる通帳やキャッシュカードの写し

次の口座がある場合は添付不要です

　該当する種目にチェック☑をつけてください

給付金の支給後、平成26年度分の市町村民税（均等割）が課税されていることや、課税者の扶養親族等であること等臨
時福祉給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、臨時福祉給付金を返還します。また、加算措置分の支
給要件に該当しないことが判明した場合には、加算措置分の臨時福祉給付金を返還します。

[加算対象番号①に該当する場合]　加算対象番号①の年金の受給権（平成26年3月分）があり、平成26年４月の特例水
準の解消の影響（平成26年4月分又は5月分の年金受給）を受けます。

の り し ろ の り し ろ

申請内容確認書類 振込先金融機関口座確認書類

㊞

平成26年度分の市町村民税（均等割）の計算において課税される所得金額がなく、その他の臨時福祉給付金の支給要
件に該当します。

臨時福祉給付金の支給要件の該当性等を審査するため、市区町村が必要な税や手当等の公簿等の確認を行うことや
必要な資料を他の行政機関等に求めることに同意します。

公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。

この申請書は、市区町村において支給決定をした後は、給付金の請求書として取り扱います。

市区町村が支給決定をした後、申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ平成26年11月30日
までに市区町村が申請・受給者（代理人を含みます。）に連絡・確認できない場合には、市区町村は申請が取り下げられ
たものとみなします。

代　理　人　氏　名

男・女

1. 同一世帯
２. 法定代理人
３. その他
世帯主との関
係(           )

 明治・大正・昭和・平成

㊞

申　　請　　・　　受　　給　　者

５．代理申請・受給を行う場合　（委任状）

記入日 平成

代
理
人

（　フ　リ　ガ　ナ　） 代理人
性別

申請・受給
者との関係 代理人生年月日 代　　理　　人　　住　　所

・申請・請求 

・受給（口座） 

・申請・請求及び受給  






